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2018年12月4日 火 

１ 被害者から 
２ 優生手術に対する謝罪を求める会から 
３ 全国優生保護法被害弁護団から 
４ 会場発言 

プログラム 

 優生保護法に関連して被害を受けた方の被害の回復について、

現在国で議論が進められています。 

 今年の10月31日には、与党旧優生保護法に関するワーキン

グチームによる「基本方針骨子」が、11月7日には、優生保護

法下における強制不妊手術について考える議員連盟による「旧

優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支

給等に関する立法措置について（骨子たたき台（PT試

案））」が発表されました。 

 これらについて、被害を受けた当事者の声を伝えるための院

内集会を開きます。 

 当日は、当事者の声に加えて、被害者と共に活動を続けてい

る「優生手術に対する謝罪を求める会」、そして「全国優生保

護法被害弁護団」から、現在の法案骨子について意見を述べ、

議員の皆様のご意見もいただきたいと思います。 

主催 優生手術に対する謝罪を求める会・全国優生保護法被害弁護団 

 問い合わせ先：優生手術に対する謝罪を求める会（12.4院内集会事務局） 
           email：ccprc79@gmail.com      ＦＡＸ：０３ｰ５２１１ｰ００９９ 
           ＴＥＬ：０６ｰ６６４６ｰ３８８３（女性のための街かど相談室 ここ・からサロン気付 
                            月・火・水・金曜日の１０時～１６時）  


